
別紙１ 伝統産業関連事業者について 

 

佐賀県の伝統産業関連事業者とは、伝統的地場産品又はその原材料の製造・販売等を主た

る事業として営み、伝統的地場産品の製造される地域に主たる事業所を有する、表１から表

３に定める事業者又はその他に県が特に認めた事業者をいう。 

（表１から表３に該当しない場合は事務局にお問い合わせください。） 

 

表１【国指定伝統的工芸品】 

産品名 事業者 団体 

伊万里・ 

有田焼 

(1) 有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野

市に主たる事業所を有し、伊万里・有田

焼の製造又は卸売を主たる業務とする事

業者であって、右項に掲げる団体に加入

する事業者又は同団体が推薦する事業者

（推薦の場合には、同団体の推薦書が必

要） 

佐賀県陶磁器工業協同組合（登録

商社を含む）、肥前陶磁器商工協

同組合、佐賀県陶磁器商業協同組

合、伊万里・有田焼伝統工芸士

会、左項市町の商工会議所又は商

工会 

(2) 有田町、伊万里市、武雄市又は嬉野

市に主たる事業所を有し、伊万里・有田

焼の原材料等（陶土、生地、型、生地及

び型の運送、溶剤、釉薬、絵具、商品用

の箱等）の製造等を主たる業務とする事

業者であって、過去１年間に県内の伊万

里・有田焼製造業者に原材料等を納入等

した実績がある事業者 

 

唐津焼 (1) 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野

市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町

に主たる事業所を有し、唐津焼の製造又

は卸売を主たる業務とする事業者であっ

て、右項に掲げる団体に加入する事業者

又は同団体が推薦する事業者（推薦の場

合には、同団体の推薦書が必要） 

唐津焼協同組合、唐津観光協会、

左項市町の商工会議所又は商工会 

(2) 唐津市、多久市、伊万里市、嬉野

市、武雄市、玄海町、有田町又は白石町

に主たる事業所を有し、唐津焼の原材料

等（陶土、溶剤、釉薬、絵具、商品用の

箱等）の製造等を主たる業務とする事業

者であって、過去１年間に県内の唐津焼

製造業者に原材料等を納入等した実績が

ある事業者 

 

（注１） 「右項に掲げる団体に加入する事業者」とは、令和８年３月８日までに加入した
事業者をいう。なお、「肥前陶磁器商工協同組合」については、令和６年９月５
日までに加入していた事業者をいう。 

（注２） 「過去１年間」とは、令和７年３月９日から令和８年３月８日までをいう。 
（注３） 原材料等の納入業者については、過去１年間（令和７年３月９日から令和８年３

月８日に佐賀県内の伊万里焼・有田焼又は唐津焼製造業者に原材料等を納入した
実績がわかる書類（納品書・受領書等）の写しの提出が必要。 
  



表２【県指定伝統的地場産品】 

産品名 事業者 団体 

鹿島錦 
佐賀県内に居住し、右項に掲げる団体に加

入する事業者 
鹿島錦保存会 

佐賀錦 同上 佐賀錦振興協議会 

白石焼 

佐賀県内に主たる事業所を有し、白石焼の

製造又は卸売を主たる業務とする事業者で

あって、右項に掲げる団体に加入する事業

者又は同団体が推薦する事業者（推薦の場

合には、同団体の推薦書が必要） 

白石焼陶器組合 

諸富家具・建具 

佐賀県内に主たる事業所を有し、諸富家

具・建具の製造又は卸売を主たる業務とす

る事業者であって、右項に掲げる団体に加

入する事業者又は同団体が推薦する事業者

（推薦の場合には、同団体の推薦書が必

要） 

諸富家具振興協同組合 

小城羊羹 

佐賀県内に主たる事業所を有し、小城羊羹

の製造又は卸売を主たる業務とする事業者

であって、右項に掲げる団体に加入する事

業者又は同団体が推薦する事業者（推薦の

場合には、同団体の推薦書が必要） 

小城羊羹協同組合 

神埼そうめん 

佐賀県内に主たる事業所を有し、神埼そう

めんの製造又は卸売を主たる業務とする事

業者であって、右項に掲げる団体に加入す

る事業者又は同団体が推薦する事業者（推

薦の場合には、同団体の推薦書が必要） 

神埼そうめん協同組合 

西川登竹細工 

佐賀県内に主たる事業所を有し、西川登竹

細工の製造又は卸売を主たる業務とする事

業者であって、右項に掲げる団体に加入す

る事業者又は同団体が推薦する事業者（推

薦の場合には、同団体の推薦書が必要） 

佐賀・長崎竹工販売組合 

うれしの茶 

佐賀県内に主たる事業所を有し、うれしの

茶の製造又は卸売を主たる業務とする事業

者であって、右項に掲げる団体に加入する

事業者又は同団体が推薦する事業者（推薦

の場合には、同団体の推薦書が必要）。 

嬉野茶商工業協同組合又は

佐賀県茶商工業協同組合 

名尾手漉和紙 名尾手すき和紙株式会社 － 

鍋島緞通 
株式会社鍋島緞通吉島家、吉島伸一鍋島緞

通株式会社又は株式会社織りものがたり 
－ 

肥前びーどろ 副島硝子工業株式会社 － 

浮立面 小森恵雲又は中原恵峰 － 

弓野人形 江口人形店 － 

（注） 「右項に掲げる団体に加入する事業者」とは、令和８年３月８日までに加入した事

業者をいう。 

 

  



表３【県指定に準じる産品】 

産品名 事業者 団体 

尾崎人形 右項に掲げる団体に加入する事業者 尾崎人形保存会 

のごみ人形 のごみ人形工房 － 

佐賀酒 

佐賀県内に主たる事業所を有し、佐賀酒

の製造又は卸売を主たる業務とする事業

者であって、右項に掲げる団体に加入す

る事業者又は「The SAGA 認定酒」の製造

に取り組む事業者 

佐賀県酒造組合 

（注） 「右項に掲げる団体に加入する事業者」とは、令和８年３月８日までに加入した事

業者をいう。 

 


